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～今月のトピックス～

『働き方改革』に取り組む事業主の皆さまを支援します
福岡県働き方改革推進支援センターのご案内!

福岡県働き方改革推進支援センターのご案内…1P
中小企業支援施策活用ガイドブック発行……2P

中小企業経営者のための経営戦略セミナー…3P
ワーク・ライフ・バランス、女性活躍推進を支援…4P

　北九州市は北九州銀行、福岡ひびき信用金庫、福岡労働局と、平成３０年２月２１日「働き方改革
に係る包括連携に関する協定」を締結しました。今後も各支援制度の情報を発信していきます。

　就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用などについて、社会保険労務士
等の専門家が 電話・メール・来所 により 無料 でご相談に応じます。

　例えば、以下のようなお悩みを持つ事業主の方からのご連絡をお待ちしております。

〇３６協定について詳しく知りたい
〇非正規の方の待遇をよくしたい
〇賃金引き上げに活用できる国の支援制度を知りたい
〇人手不足に対応するため、どのようにしたらよいか教えてほしい
〇助成金を利用したいが、利用できる助成金がわからない

働き方改革全般
について、様々な
ご相談を受け
付けます！

【福岡県働き方改革推進支援センター】

▶ご希望に応じて、専門家が直接企業を訪問すること
　も可能です。
▶出張相談会・セミナーも開催しています。
　詳細は下記HPをご確認ください。
http://partner.lec-jp.com/ti/hataraki-fukuoka/

電　　話：０８００－８８８－１６９９（フリーダイヤル）
メ ー ル：fukuoka-hatarakikata@lec-jp.com
住　　所：福岡市中央区天神１－１０－１３　
　　　　　天神ＭＭＴビル７階
受付時間：９：００～１７：００（土・日・祝日を除く）

お問合せ・ご相談はこちらまで

お知らせ
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「平成３０年度版  北九州市中小企業支援施策活用ガイドブック」を発行しました!

【問い合わせ先】　（公財）北九州産業学術推進機構（FAIS）中小企業支援センター　担当：副島、國　TEL：093-873-1430

【問い合わせ先】　北九州技能伝承推進事業事務局（公益財団法人北九州活性化協議会内）　担当：市川　TEL：093-541-3122

お知らせ 中小・小規模企業者の皆様に大変役に立つ情報が満載です!

お知らせ 第10回「北九州技の達人」を募集します!!

　このガイドブックは、中小・小規模企業者向けに、市の支援施策に加え、国や県、関係機関の施策を一冊に
まとめました
【掲載内容の一例】
○ 中小企業のための総合支援窓口
○ ｢事業承継｣に関する相談等
○ 生産性改革
○ 中小企業融資制度のご案内
○ 人材確保等に関するアドバイス・情報発信・補助金
○ 受注拡大、販路開拓のための支援策
○ 起業・創業をしたい

【配布場所】
◇ ＦＡＩＳ中小企業支援センター
◇ 産業経済局中小企業振興課
◇ 北九州商工会議所、各サービスセンター
◇ 各区役所総務企画課、出張所
◇ 市民文化スポーツ局広聴課(市役所本庁舎１階)
◇ ウーマンワークカフェ北九州(ＡＩＭビル２階)　　　など

【対象者】
次の要件を全て満たす方
１．優れた技能をもって産業振興や市民生活の向上
　　に貢献しており、今後も貢献が期待できる方。
２．技能が極めて優秀であり、当該職種における市内
　　の第一人者又はこれに準ずる方。
３．公的資格（技能検定）のある職種は、原則として一
　　級以上（又は単一等級）の資格取得者。もしくは、
　　それと同等の技能を持っていると認められる方。
４．指導育成能力を有し、他の技能者の模範となると
　　認められる方。
５．当該職種に原則として20年以上の従事経験を有し、
　　かつその職種に現役で従事している方。

６．本市に５年以上在住、又は在勤する方。
７．北九州市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、
　　第2条第2号に規定する暴力団員ではない方。
８．暴力団又は暴力団員と密接な関係を有することのない方。

【対象分野】
生活関連・サービス系技能職種等を含む全産業分野
（例：和裁・洋裁、調理、食品製造、貴金属加工、木工、建築、造園など）
【募集期間】
平成30年5月14日㈪～平成30年6月29日㈮

お役立ち情報
満載!!

解決のカギ
あります!!

　北九州市では、長年にわたり技能の研鑽、後進の育成に努め、優
れた技能で産業振興や市民生活の向上に貢献している技能者の
みなさんを、「北九州技の達人」として認定・表彰し、その優れた技
能を「まちの宝」として次代に継承する活動を推進しています。

技の達人募集詳しくはホームページを 検索

「北九州　　
技の達人」
とは？
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　市内中小企業経営者の皆さまに、鎌倉投信（株）
の取組みを通じて、企業に対する社会の見方や企業
に求めるもの、それらを前提とした中小企業の将来
像、また新たな資金調達の可能性を知っていただ
き、今後の企業経営のヒントをつかんでいただく機
会とします。（受講には事前の申込みが必要です。）

　プリンセスピピの焼きカレーはやみつきになる味わいからファンも多く、遠方のお客様からも「また門司港へ
行きたい」「またあの焼きカレーを食べたい」とのラブコールをいただいていました。その中で2011年、東日本大
震災で被災されたお客様から「家族でプリンセスピピの焼きカレーを食べに行ったことが楽しい思い出」という
手紙をいただき、それをキッカケに被災地でも保存が可能なレトルトの焼きカレーの開発に着手しました。

　プリンセスピピは全国的にも知名度が高い門司港名物「焼きカレー」の人気店！門司港に
ある30軒以上ものお店の中から、「門司港焼きカレーおいしかった店」１位（2010年）に選ばれました。大きな特徴
はタイの王宮料理をベースとして15種以上のハーブを使ったさわやかな味付けとお皿の上で主張するたっぷりの
野菜。ふわっと香るエキゾチックな香りに食欲も増し、「食べるほどに元気になる！」と多くの方に愛されています。

【申込・問い合わせ先】　北九州市産業経済局中小企業振興課　担当：北川、菅　TEL：093-873-1433

【問い合わせ先】　北九州市産業経済局食の魅力創造・発信室　担当：尾上、長谷　TEL：093-582-2080

セミナー 平成30年度実学ナレッジセミナー「中小企業経営者のための経営戦略セミナー」
「これからの社会に求められる“いい会社”とは？」受講者募集！

【問い合わせ先】　北九州市産業経済局国際ビジネス政策課　担当：平手、安永　TEL：093-551-3605

セミナー

紹介 『門司港名物！王様焼きカレー』が出来ました！

海外でのリスク管理、知財保護は大丈夫ですか？
海外展開における法務・知財セミナー ～今すぐ実践できる、リスク管理と知財活用の処方箋～海外展開における法務・知財セミナー ～今すぐ実践できる、リスク管理と知財活用の処方箋～

※詳細は、中小企業振興課ホームページをご覧ください。

日　時　平成30年6月28日（木）15：00～17：00
会　場　AIMビル　3階　315会議室
　　　　（小倉北区浅野3-8-1）
講　師　鎌倉投信株式会社
　　　　取締役/資産運用部長　新井　和宏　氏
対　象　市内中小企業経営者、管理者等
定　員　50名(申込多数の場合は調整)
参加費　無料
申込み　FAXもしくはHPよりインターネットにて受付

【日　時】　　　平成30年7月3日（火）
【個別相談会】　14：00～14：50、15：00～15：50、16：00～16：50
【セミナー及び交流会】　17：30～19：00　（交流会：19：00～20：00）　　　　　　　　　
【場　所】　　　AIMビル8階（北九州市小倉北区浅野3－8－1）
【定　員】　　　40名
【主　催】　　　北九州市/福岡アジアビジネスセンター
【申　込】　　　受付開始日等は、福岡アジアビジネスセンター（ http://www.f-abc.org/ ）ホームページでご確認下さい。

お客様との交流から生まれたレトルトスタイル

タイ王宮料理をベースとした野菜たっぷりの焼きカレー

価格：600円（税込）　販売場所：プリンセスピピ店舗内、通信販売等

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700134.html

　明倫国際法律事務所　田中　雅敏　弁護士をお招きし、市内企業を対象に、海外取引上、注意すべきリス
ク管理や知財活用に関する無料個別相談会（3社）とセミナー及び交流会（有料：500円）を開催します。
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第12回「北九州市女性活躍・ワークライフバランス表彰」企業・団体や個人を募集しています!

【問い合わせ先】　北九州市総務局女性活躍推進課　担当：西、藤木　TEL：093-582-2209

お知らせ ワーク・ライフ・バランス、女性活躍推進を支援します!

　北九州市では、女性の職業生活における活躍またはワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進
に関することに積極的に取り組み、成果をあげている企業・団体及び個人を表彰し、その取組内容を広く市
民の皆さまに知っていただくため、「北九州市女性活躍・ワークライフバランス表彰」を実施しています。

＜募集の概要＞
【企業・団体部門】 市内に本社または主たる事業所を置く企業・団体等
【個人部門】 仕事と仕事以外の生活の調和に向けて実践的に取り組んでいる個人
【応募締切】 平成30年7月20日（金）まで
【応募方法】 北九州市ホームページ（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/soumu/12000000.html）から応募用
紙をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、北九州市総務局女性活躍推進課（北九州市小倉北区城内1-1）へ郵送、
FAX（093-582-2624）または電子メール（sou-joseikatsuyaku@city.kitakyushu.lg.jp）で応募してください。

昨年の表彰式の様子

「企業向け出前セミナー（無料）」実施企業も募集しています!
　これから女性活躍やワーク・ライフ・バランスに取り組もうとしている、あるいはさらに取組みを進めよう
としている企業・事業所に、そのニーズにあった内容で講師を無料で派遣し、セミナーを実施いたします！
詳しくはHP（http://wlb-kitakyushu.jp/aboutwlb/company/seminar.html）でご確認ください。

【セミナー例】
　●「時間外労働を減らしたい」　　●「優秀な人材を確保し、従業員の定着を図りたい」
　●「従業員の子育てや介護等の家庭生活と仕事を両立させたい」　　●「イクボスを養成したい」
　●「女性の育成・キャリア支援の促進を図りたい」　　●「業務効率化や働き方の見直しを行いたい」
　●「女性活躍やワーク・ライフ・バランスの法的実務、コンプライアンスについて学びたい」 など
【対象事業所】北九州市内の企業･事業所

ワークライフバランス・女性活躍推進をアドバイスするアドバイザー（社会保険労務士）を派遣します!
　社会保険労務士（アドバイザー）を派遣し、女性活躍やワーク・ライフ・バランスに取り組む企業、さらなる
充実を図ろうとする企業に対し、助言や情報提供を行います！助成金の活用や就業規則の見直しなど社会
保険労務士という専門的見地から支援いたします！
　詳しくはHP（http://wlb-kitakyushu.jp/relation/）でご確認ください。

【アドバイスの内容例】
　●女性社員を採用するための準備　　●結婚・出産・育児期の社員が安心して働ける職場づくり
　●家族の介護があっても男女ともに従業員が辞めない仕組み　　●ハラスメントトラブルの防止
　●「女性活躍推進法」「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画の策定
　●助成金（女性活躍・ＷＬＢの取組みの促進）の活用した自社の取組み推進　など
　1回2時間程度で、4回まで派遣できます
【対象事業所】
　●北九州市に事業所を有し、派遣場所が市内であること
　●ワーク・ライフ・バランス推進サイトで「キタキューかえる宣言」（取り組み宣言）をした（する）事業所　など
【費　用】従業員300人以下の市内事業所は無料！ （※301人以上の事業所にも有料で派遣可能です）


